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【別紙３１】 

 

単体の役物タイルの型式認定の新規申請の手順 

 

令和 2年 7月 30日 

全国タイル工業組合 

 

申請の基本的な流れを下記に記します。 

進捗番号とは、申請システムの各画面上部に５角形矢印で表示される番号を意味します。 

 

進捗番号 項目 （各画面タイトル） 

  ログイン   

  メニュー（新規申請）   

1 認定区分入力   

2 申請製品情報   

3 タイル情報入力 

タイル基本情報 

タイル寸法・質量情報 

タイル品質評価表 

タイル図面ファイル転送 

4 製品情報確認   

5 追加申請確認   

6 申請製品一覧   

7 審査料確認   

  申請完了   
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1. ログイン 

 

ユーザーID、パスワードを 

入力する。 
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2. メニュー 

 

初期パスワードはセキュリティ上、

必ず変更してください。 

入力する 

「新規申請」をクリックする。 
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3. 認定区分入力 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 

セメント系下地、窯業系サイディング下地を両方とも選択した

場合（両用として申請する場合）も本紙の手順で申請する。 

注意） 

両用として申請した場合、どちらか 1つだけ廃止することがで

きませんので、廃止の可能性がある場合は、下地毎に申請し

てください。 

① 製品名を入力する。 

② 認定区分を選択する。 

③ 「窯業系サイディング下地」を選択する。（※） 

 

注意事項に注意して選択してください。 

④ 「次へ」をクリックする。 
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4. 申請製品情報入力 

 ⑥ 「次へ」をクリックする。 

① 品番：色番に相当する文字は「*」で

入力（例えば ZENTA-13PT/001 の

001 が色番なら、ZENTA-13PT/***

と入力）する。 

② 対象外色番号：認定の対象とならな

い色番号があれば、その番号を入力

（例えば 001 が対象外なら、001 と入

力）する。なければ「なし」のチェック

ボックスにチェックを入れる。（※申請

後の色追加や色番号変更は、品質

特性が申請内容と同等であれば申

請の必要はありません。） 

③ 製造元：「製造元の登録」で登録した

製造元から、当該品番の製造元を選

択する。 

 

 

 

④ 種類：検査データが、どこで測定したデータであるかを選択

（チェック）する。 

⑤ ファイル：④で「JNLA 登録試験所の検査データで申請」を選

択した場合は、JNLA 登録試験所の検査データの写しを１つの

PDFファイルで添付する。（「JIS A 5209認証がある製造元の検査

データで申請」を選択した場合はデータ添付の必要はありませ

ん。） 

 

※ 注意 

この入力欄は、Q-CAT認定規格の 7.で記す「申請者が JIS A 5209認

証がある」に該当する場合には表示されませんが、その場合は入力

の必要はありません。 

各申請者が「申請者が JIS A 5209 認証がある」に該当するか否かに

ついては、ID登録の時の届出情報により管理されています。 
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5. タイル基本情報入力 

 

 
⑥ 「次へ」をクリックする。 

① 形状名称：申請するタイルの最も適切な

一般的呼称を選択する。 

② 平／役物：１面で構成される役物タイル

の申請の場合は「役物 1」、2 面で構成さ

れる役物タイルの申請の場合は「役物

2」を選択する。 

③ 施釉/無釉：施釉か無釉かを選択する。 

④ 吸水率と成形方法による区分：測定結果

に基づく吸水率による区分と成形方法に

よる区分を選択する。 

⑤ 面状：平面か人為的に表面を凹凸にした

ものかを選択する。 
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6. タイル寸法・質量情報入力 

  

 

②「次へ」をクリックする 

① 長さ、裏面の長さ、幅、厚さを製作寸法で、

質量を製作質量で、 

目地幅は施工時の最大値で入力する。 

 

※ 役物１（１面で構成される役物）の場合は、

平物と同様の入力になりますので別紙 30を

参照してください。 

※ 小数点第１位がゼロの時は、小数点第１位

の入力を省略できます。 

※ 面積、質量(g/cm2)は自動計算されます。 
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7. 進捗番号 1の認定区分入力にて、ALC

パネル下地を「適用」と選択し、かつ質

量の値の範囲によっては、タイル質量

確認画面での確認が必要となります。 

③ チェックを入れる 

④ 「次へ」をクリックする 
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タイル品質評価表入力 

  

① 各検査項目に対応する検査データを入力または

選択する。 

 

※ 「7.タイル品質評価表入力」画面では、「6.タイル

寸法・質量情報」までに入力した情報に基づき、

自動的に必要な検査項目と基準値が表示され

ます。 

※ 入力桁数は、書式に記された桁数で入力してく

ださい。 

 

⑥ 「次へ」をクリックする。 

⑤ 役物タイルの裏面状態を示す写真を

PNGまたは JPEG形式で添付する。 

④ 実際に行った吸水率の試験方法を

選択する。 

③ 吸水率と成形方法によって許容差が

異なります。 

② 割り肌面、引っ掻き面などの、成形

後又は焼成後の加工によって 

著しい凹凸面状となる場合、厚さの

基準値は変更が可能です。 
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8. タイル図面ファイル転送 

 

① 先ほど入力したタイル単体の図面

を PDF形式で添付する。 

 

② 「ファイル転送」をクリックする。 



 11 

9. 製品情報確認 

  ③ 確認、及び必要に応じて修正したら、 

「決定」をクリックする。 

製品情報、認定区分 

タイルの情報 

② 申請時に連絡しておきたい資料が 

あれば添付する 

① 入力した検査データなどを確認し、修正

が必要であれば、各表の下にある修正

ボタンを押して修正する。 
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10. 追加申請確認 

 

(a)「同一製品シリーズ他形状データ入力」を行なうか、 

(b)「他製品シリーズデータ入力」を行なうか、 

(c)「申請製品一覧画面」を表示するか、 

を選択する。 

※(a)を選んだ場合は、進捗番号 2の申請製品情報からの入力になります。 

 (b)を選んだ場合は、進捗番号 1の認定区分入力からの入力になります。 

 (c)を選んだ場合は、データ入力を終了し、申請完了操作へと進みます。 
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11. 申請製品一覧 

 
③ 「審査料確認」をクリックする。 

② 連絡しておきたい事項があればここに記入する。 

① 申請した製品の情報を確認する。 
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12. 審査料確認 

 

13. 申請完了 

 

 

① 審査料を確認する。 

② 問題なければ「申請」をクリックする。 

※ 「申請してよろしいですか？」という確認メッセージが表示され、

そこで、「OK」を押すと申請が完了し、申請費用が発生します。

以降は修正できません。 


